
       香       川       県       薬       剤       師       会       会       営       薬       局       県       庁       北     

       h       t       t       p       s       :       /       /       k       g       w       p       a       .       o       r       .       j       p       /     



       施       設       基       準       に       つ       い       て     

       

1                            当       薬       局       は       、       調       剤       基       本       料       1       を       算       定       し       

て       い       る       保       険       薬       局       で       す       。       

2                            当       薬       局       は       、       厚       生       労       働       大       臣       が       定       め       る       

基       準       に       よ       る       調       剤       を       行       っ       て       い       ま       す       。       

3                            当       薬       局       は       、       2       2       4       3       品       目       の       医       薬       品       を       

備       蓄       し       、       ど       の       医       療       機       関       の       処       方       箋       で       も       

応       需       し       ま       す       。     

       1       ～       3     

       

4                            当       薬       局       は       、       処       方       箋       受       付       後       、       服       薬       

状       況       ・       残       薬       ・       ジ       ェ       ネ       リ       ッ       ク       医       薬       品       

の       意       向       等       を       確       認       し       ま       す       。       ま       た       、       

「       薬       剤       服       用       歴       」       を       作       成       し       て       ア       レ       ル       

ギ       ー       や       副       作       用       の       有       無       を       確       認       す       る       と       

と       も       に       、       複       数       の       医       療       機       関       か       ら       処       方       

さ       れ       て       い       る       薬       剤       の       重       複       や       相       互       作       用       

の       有       無       を       確       認       の       上       、       薬       剤       管       理       料       や       

服       薬       管       理       指       導       料       を       算       定       し       ま       す       。     

       4     

       

5                            当       薬       局       は       、       患       者       さ       ま       の       同       意       の       も       

と       、       か       か       り       つ       け       薬       剤       師       指       導       料       及       び       か       

か       り       つ       け       薬       剤       師       包       括       管       理       料       を       算       定       し       

ま       す       。       

6                            当       薬       局       は       、       生       活       保       護       法       ・       結       核       ・       

原       爆       ・       自       立       支       援       医       療       ・       感       染       症       予       防       法       

等       の       各       種       公       費       負       担       医       療       の       他       労       災       医       療       

に       係       る       処       方       箋       も       応       需       し       ま       す       。     

       5       ～       6     
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       施       設       基       準       に       つ       い       て     

       

7                            当       薬       局       は       、       医       師       の       指       示       が       あ       る       と       き       

（       医       療       保       険       ・       介       護       保       険       ）       は       患       者       さ       ま       

宅       を       訪       問       し       て       服       薬       指       導       等       を       行       い       、       在       

宅       患       者       訪       問       薬       剤       管       理       指       導       料       を       算       定       し       

ま       す       。       

8                            当       薬       局       は       、       2       4       時       間       調       剤       及       び       在       宅       業       

務       に       対       応       で       き       る       体       制       を       有       し       、       調       剤       ・       

情       報       を       提       供       し       ま       す       。     

       7       ～       8     

              

9                            当       薬       局       は       、       ジ       ェ       ネ       リ       ッ       ク       医       薬       品       

の       調       剤       を       積       極       的       に       推       進       し       ま       す       。       な       

お       、       後       発       医       薬       品       体       制       加       算       3       を       全       て       の       

処       方       箋       受       付       に       対       し       て       算       定       し       ま       す       。       

1       0                     当       薬       局       は       、       他       の       保       険       薬       局       ・       保       険       

医       療       機       関       ・       都       道       府       県       と       の       連       携       に       よ       

り       、       災       害       ま       た       は       新       興       感       染       症       発       生       時       

等       の       非       日       常              に       必       要       な       体       制       を       整       備       し       

て       お       り       、       全       て       の       処       方       箋       受       付       に       対       し       

て       連       携       強       化       加       算       を       算       定       し       ま       す       。     

       9       ～       1       0     

       

1       1                     当       薬       局       は       、       抗       悪       性       腫       瘍       剤       を       注       射       さ       

れ       て       い       る       患       者       さ       ま       に       対       し       て       、       医       療       機       

関       と       連       携       し       必       要       な       薬       学       的       管       理       料       管       理       

や       指       導              及       び       電       話       等       に       よ       る       副       作       用       の       有       

無       等       の       確       認       を       行       っ       た       場       合       、       特       定       薬       剤       

管       理       指       導       加       算       2       を       算       定       し       ま       す       。     

       1       1     
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       施       設       基       準       に       つ       い       て     

       

1       2                     当       薬       局       は       、       オ       ン       ラ       イ       ン       資       格       等       確       認       

シ       ス       テ       ム       を       通       じ       て       患       者       さ       ま       の       薬       剤       情       

報       ・       特       定       検       診       情       報       ・       そ       の       他       必       要       な       情       

報       を       取       得       ・       活       用       し       て       調       剤       を       実       施       で       き       

る       体       制       を       有       し       て       お       り       、       医       療       情       報       取       得       

加       算       を       算       定       し       ま       す       。       ま       た       、       医       療       D       X       推       

進       の       体       制       に       関       す       る       事       項       及       び       質       の       高       い       

調       剤       を       実       施       す       る       た       め       の       十       分       な       情       報       を       

取       得       ・       活       用       し       て       調       剤       や       指       導       を       行       い       、       

医       療       D       X       推       進       体       制       整       備       加       算       1       を       算       定       し       

ま       す       。     

       1       2     

       
1       3                     当       薬       局       は       、       会       計       の       明       細       書       を       公       費       

等       で       自       己       負       担       の       な       い       患       者       さ       ま       に       も       

毎       回       無       料       で       お       渡       し       し       て       い       ま       す       。     

       1       3     

       

1       4                     当       薬       局       の       開       局       時       間       外       に       受       付       し       た       

処       方       箋       に       つ       い       て       は       、       夜       間       ・       休       日       等       加       

算       が       か       か       り       ま       す       。       

時       間       外       と       は       、       

平       日       1       9       ：       0       0       ～              8       ：       0       0       、       

土       曜       1       3       ：       0       0       ～       8       ：       0       0       、       

休       日       の       開       局       時       間       内       と       な       り       ま       す       。     

       1       4     
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       施       設       基       準       届       出     
       当       薬       局       で       は       、       下       記       届       出       行       っ       て       お       り       ま       す       。     

              0       1     

              0       2     

       調       剤       基       本       料       1     

              0       3            後       発       医       薬       品       調       剤       体       制       加       算       3     

              0       4            連       携       強       化       加       算     

              0       5            特       定       薬       剤       管       理       指       導       加       算       2     

              0       6            医       療       D       X       推       進       体       制       整       備       加       算     

              0       7            地       域       支       援       体       制       加       算       2     

              0       8            在       宅       患       者       訪       問       薬       剤       管       理       指       導       料     

              0       9            在       宅       薬       学       総       合       体       制       加       算       1     

       
か       か       り       つ       け       薬       剤       師       指       導       料       
及       び       か       か       り       つ       け       薬       剤       師       包       
括       管       理       料     
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              1       0            在       宅       中       心       静       脈       栄       養       加       算     

              1       1            在       宅       患       者       医       療       用       麻       薬       持       続       注       
射       療       法       加       算     



       ご       提       案       の       目       的       と       背       景     

       ご       提       案       の       目       的       と       背       景     

       h       t       t       p       s       :       /       /       k       g       w       p       a       .       o       r       .       j       p       /     

       長       期       収       載       品       ※       の       選       定       療       養       に       つ       い       て     


